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令和３年１２月農業委員会定例総会議事録

令和３年１２月農業委員会定例総会を令和３年１２月２７日（月）午後３時から

日向市役所 第１・２・３委員会室において開催する。

農業委員の出欠

出 席 委 員（１４名）

１番 股 野 満 男 ２番 細 川 豪 邦

３番 黒 木 耕 作 ４番 治 田 健

５番 那 須 成 章 ６番 鈴 野 淺 夫

７番 松 木 親 則 ８番 甲 斐 英 教

９番 山 本 孝 志 １０番 溝 口 秀 樹

１１番 海 野 善 文 １２番 寺 原 勝

１３番 安 藤 嘉 弥 １４番 田 原 千 春

欠 席 委 員（なし）

農地利用最適化推進委員の出席者

出 席 委 員（１６名）

１５番 黒 木 藤 市 １６番 黒 木 豊 喜

１７番 黒 木 幸 義 １８番 野 田 正 明

１９番 黒 木 眞壽美 ２０番 佐 藤 力

２１番 菊 田 泰 徳 ２２番 山 口 佐知男

２３番 安 藤 政 廣 ２４番 児 玉 恭 司

２５番 直 野 廣 義 ２６番 黒 木 和 男

２７番 黒 木 義 行 ２８番 赤 木 康

２９番 矢 野 陸 男 ３０番 橋 口 泉

事務局出席者

事 務 局 長 黒 木 秀 樹 事務局長補佐 野 別 浩 三

主 任 主 事 井 本 彩
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日程第１ 議事録署名者の指名

５番 １１番

日程第２ 議案第７９号 農地法第１８条の規定による通知について

議案第８０号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について

議案第８１号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について

議案第８２号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による利用権設定に係

る農業委員会の決定について

議案第８３号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による所有権移転に係

る農業委員会の決定について

議案第８４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農地中間管理事

業に係る農業委員会の決定について

議案第８５号 非農地証明願いについて

報告第５８号 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出について

報告第５９号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出について

報告第６０号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について

報告第６１号 農地中間管理事業に伴う農地配分計画について

報告第６２号 農地法第５条第１項第７号目的の買受適格証明願いについて

報告第６３号 農地転用許可申請後の許可状況報告について

その他
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以上、会議の顛末を記し、記録に相違ないことを認めここに署名する

会 長 印

５ 番 印

１１ 番 印
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議事録

開 会 午後３時００分

議長

事務局

議長

議長

事務局

ただいまから令和３年日向市農業委員会１２月定例総会を開会します。

なお、いつもお願いしておりますが、携帯電話の電源を切るかマナーモード

に設定してください。次に、私語を慎んでください。また、発言をされる際

は、議席番号を言ってから発言してください。議事録作成に支障を来しますの

で、よろしくお願いします。

まず、日程第１、議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委員に５番

委員、１１番委員を指名します。よろしくお願いします。

次に、日程第２、議案審議に入ります。

まず、議案第７９号「農地法第１８条の規定による許可申請について」であ

ります。それでは、事務局に説明をお願いします。

はい、事務局です。

番号２７の案件についてご説明します。

申請地は日向市東郷町で、地目は田が２筆で合計１，６２７㎡です。

それぞれ親子関係にあり、この後、３条申請によって贈与による所有権移転

を行うため合意解約をするものです。解約の成立日及び解約日は令和３年１２

月２日、引渡し日は令和４年の１月１０日となっております。解約理由もこち

らにありますとおり、後継者への贈与となっております。

以上１件、皆様のご審議をお願いいたします。

ありがとうございました。

それでは、ただいま説明のありました案件につきまして質問等はございませ

んでしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第８０号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」

であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

番号５２の案件についてご説明します。

こちらは先ほどの議案第７９号でご説明したとおり、譲渡人と譲受人は親子

関係にあり、今回、譲受人に贈与するため申請されたものです。

申請地は先ほどと同様、東郷町の田が２筆で合計１，６２７㎡です。

譲受人は現在、１万１，０９６㎡を経営されておりまして、主に水稲や野菜

類を耕作されております。農地法第３条第１項の規定に基づき申請されるもの

で、耕作状況、下限面積、取得することによる周辺農地への影響など、特に問

題はないと思われます。

また、農地法第３条第２号各号には該当しないため、許可要件の全てを満た

していると考えられます。

以上１件、皆様のご審議をお願いいたします。
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議長

６番委員

１８番委員

議長

議長

事務局

ありがとうございました。

それでは、番号５２担当の６番委員及び１８委員から補足があれば説明をお

願いします。

６番委員です。問題ありません。

１８番委員です。問題ありません。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質疑はございませんで

しょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第８１号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」

であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

事務局です。関連がありますので、番号２７及び２８につきまして併せてご

説明をします。

申請地は平岩の畑が３筆で３３８㎡です。譲受人は主に不動産業を営まれて

いますが、最近、本店を財光寺のほうから宮崎市に移されました。そのため、

県北での拠点として申請地に隣接する住宅を購入され、主にその駐車場として

利用するために申請されたものです。

雨水は自然浸透式とし、生活排水等の雑排水は発生しません。申請地は３筆

とも譲渡人が水はけ問題のために既にかさ上げを目的に整地されており、それ

ぞれ譲渡人から始末書のほうが提出されております。

申請地は周囲の農地の状況から第２種農地に該当するものと考えられ、農地

法第５条第１項の規定に基づき申請されるもので、同法第５条第２項の各号に

は該当しないため、周辺農地への影響はないものと考えられます。

続きまして、番号２９についてご説明します。

申請地は塩見の田が１筆で４１８㎡です。譲受人は伊勢ヶ浜にお住まいのご

夫婦で、ご主人の祖母である譲渡人と使用貸借件を設定し、住宅を建設するも

のです。排水については合併浄化槽を設置し、北側の河川に放流します。

申請地は周囲の農地の状況から第２種農地に該当するものと考えられ、農地

法第５条第１項の規定に基づき申請されるもので、同法第５条第２項に該当し

ないため、周辺農地への影響はないものと考えられます。

続きまして、番号３０ですが、こちらは番号２９の住宅を建設するに当たり

既存道路が狭いため、その道路の拡幅のため申請されたものです。

申請地は同じく塩見で、田が４筆で２６．８９㎡です。

こちらは譲渡人との共有名義となりますので、許可後は譲渡人が持分２分の

１を所有し、譲受人が同じく２分の１となりますが、今回、ご夫婦での申請で

すので、それぞれ４分の１ずつの持分となっております。

申請地の隣接地は全て譲渡人所有の農地及び宅地であり、道路の拡幅に同意

されているため、問題はありません。
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事務局

議長

８番委員

２４番委員

議長

７番委員

議長

１５番委員

議長

議長

議長

事務局

申請地は周囲の農地の状況から第２種農地に該当するものと考えられ、農地

法第５条第１項の規定に基づき申請されるもので、同法第５条第２項の各号に

は該当しないため、周辺農地への影響はないものと考えられます。

以上４件、皆様のご審議をお願いいたします。

ありがとうございました。

それでは、番号２７及び番号２８担当の８番委員及び２４番委員から補足が

あれば説明をお願いします。

８番委員です。問題ありません。

２４番委員です。問題ありません。

ありがとうございました。

次に、番号２９及び番号３０担当の７番委員及び１８番委員から補足があれ

ば説明をお願いします。

７番委員です。問題ありません。

失礼しました。１５番委員ですね。

１５番委員です。別に問題ありません。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質疑等はございません

でしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第８２号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による

利用権設定に係る農業委員会の決定について」であります。

それでは、ここで一旦休憩いたします。

（休 憩）

それでは、再開します。

事務局に番号３９について説明をお願いします。

資料の１３ページをご覧ください。

番号３９、利用権設定をする土地は東郷町の田が７筆で５，４５３㎡です。

利用権の種類は賃貸借権設定で、期間は令和４年１月１日から令和６年１２

月３１日の３年間です。賃金は合計で玄米１２０ｋｇで、主な作物は水稲で

す。譲受人は現在３名で６，５１０㎡を経営されておりまして、今回の案件は

更新での利用権設定となっております。

こちらの申請は農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定に基づき申請

されるもので、特に問題等はないと思われます。また、同法第１８条第３項の
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事務局

議長

１４番委員

議長

議長

議長

事務局

議長

５番委員

２２番委員

議長

各要件を満たしていると考えられます。

以上、皆様のご審議をお願いいたします。

ありがとうございました。

それでは、番号３９担当の１４番委員から補足があれば説明をお願いしま

す。

１４番委員。この田はいわゆる荒廃しつつある田んぼでした。利用権の設定

を受ける者が草切りから耕起までされて整備されておられます。大変いいこと

だと思います。問題ないと思います。

ありがとうございました。

それでは、ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質問等はご

ざいませんでしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、番号３９は原案のとおりとします。

ここで一旦休憩いたします。

（休 憩）

それでは、再開します。

事務局に番号４０について説明をお願いします。

資料の１５ページをご覧ください。

利用権設定をする土地、東郷町の田が２筆で１，６４７㎡です。

利用権の種類は賃貸借権設定、期間は令和４年１月１日から１２月３１日の

１年間で、賃金は反当たり６，０００円となっております。主な作物は水稲と

なっております。譲受人は現在お１人で８，２０６㎡を経営されておりまし

て、今回の申請は更新での利用権設定となっております。

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項に基づき申請されるもので、特に問

題はないと思われます。また、同法第１８条第３項の各要件を満たしていると

考えられます。

以上、皆様のご審議をよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

次に、番号４０担当の５番委員及び２２番委員から補足があれば説明お願い

します。

５番委員です。何も問題ありません。

２２番委員です。問題ありません。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質問等はございません

でしょうか。
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議長

議長

事務局

議長

事務局

議長

議長

事務局

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、番号４０は原案のとおりとします。

それでは、次に、事務局から報告をお願いします。

事務局です。議案第８３号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定

による所有権移転に係る農業委員会の決定について」でありますが、番号１４

の案件を受け付けて皆様のほうに資料をお送りした後に、こちらの申請地につ

きましては現在中間管理権が設定されておりまして、ほかの契約があることが

分かりました。そのため、この案件につきましては取下げ書を出していただい

ております。次回の総会で取下げ書については報告をさせていただきまして、

こちらの申請地に係る解約の案件、また改めてこちらの申請のほうを出してい

ただきたいと思っておりますので、この第８３号の番号１４につきましては取

消しということでよろしくお願いいたします。

それでは、次に、議案第８４号「農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の

規定による農地中間管理事業に係る農業委員会の決定について」であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

事務局です。こちらの案件、一括してご報告をさせていただきたいと思いま

す。

今回、田が４１筆で合計４万８，１８６㎡の申請を出していただいておりま

す。そのうち平岩が４０筆、富高が１筆となっております。各配分先について

は報告第６１号をご確認ください。

以上、皆様のご審議をお願いいたします。

ありがとうございました。

ただいま説明のありました案件につきまして、ほかに質疑等はございません

でしょうか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

次に、議案第８５号「非農地証明願いについて」であります。

それでは、事務局に説明をお願いします。

３５ページをご覧ください。

受付番号２６番、土地の所在地は富高で登記地目は畑が３筆で７８２㎡で

す。こちら、先日、委員さんと事務局で現地調査を行ったところ、申請地のう

ち２筆は原野、１筆は山林ということで、１０年以上耕作放棄され、かつ将来

的にも農地として利用することが困難な土地であることを確認してまいりまし

た。

続きまして、２７番、土地の所在地が平岩、登記地目が畑、登記面積は１３
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事務局

議長

７番委員

９番委員

２１番委員

議長

８番委員

２４番委員

議長

１３番委員

２３番委員

議長

議長

０㎡となっております。先日、委員さんと事務局で現地調査に行ってきたんで

すけれども、こちら、現況地目が原野ということで申請をいただいていたんで

すけれども、現地調査に行ったところ、原野というよりも山林化しておりまし

たので、山林ということで修正をお願いしたいと思います。よろしくお願いい

たします。

続きまして、受付番号２８番、土地の所在地は美々津、登記地目は畑、登記

面積は２１５㎡です。こちらも先日現地調査を行ったところ、１０年以上耕作

放棄され、かつ将来的にも農地として使用することが困難な土地ということ

で、現況は申請どおり原野になっていることを確認してまいりました。

以上３件、皆様のご審議をお願いいたします。

ありがとうございました。

それでは、番号２６担当の７番委員及び９番委員及び２１番委員から補足が

あれば説明をお願いします。

７番委員です。別に問題ありません。

９番委員です。問題ありません。

２１番委員です。問題ございません。

ありがとうございました。

次に、番号２７担当の８番委員及び２４番委員から補足があれば説明をお願

いします。

８番委員です。問題ありません。

２４番委員です。問題ありません。

ありがとうございました。

次に、番号２８担当の１３番委員及び２３番委員から補足があれば説明をお

願いします。

１３番委員です。問題ありません。

２３番委員です。文書を見落として出席をしませんでした。すみませんでし

た。

ありがとうございました。

それでは、ただいまの説明につきましてほかに質問等はございませんでしょ

うか。

ないようですので、お諮りします。

賛成の方は挙手をお願いします。

（全員挙手）

ありがとうございました。

全員賛成ですので、原案のとおりとします。

それでは、以上をもちまして議案の審議を終了いたします。

続きまして、報告第５８号から第６３号について、事務局長から報告をお願
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いします。

それでは、日向市農業委員会事務局規定による受理通知書の交付についてご

報告申し上げます。

まず、報告第５８号「農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出

について」であります。議案書では４０ページです。

届出の件数は１件、土地は畑１筆で、面積は２７１㎡であります。転用目的

につきましては住宅でございます。

次に、報告第５９号「農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出

について」であります。議案書では４３ページ以降になります。

届出の件数は１２件、土地は田が１筆、畑１７筆で面積は４，３４７．６６

㎡であります。転用目的につきましては住宅その他でございます。

次に、報告第６０号「農地法第３条の３第１項の規定による届出について」

であります。議案書では４９ページ以降です。

相続による所有権移転の届出がございました。

次に、報告第６１号「農地中間管理事業に伴う農地配分計画について」であ

ります。議案書では５３ページ以降です。

これは市の農業畜産課から提供された情報でございます。

３８件、田が４８筆、５万２，６３３㎡の農地配分が行われております。

詳細につきましては、報告第６１号別紙をご覧ください。

次に、報告第６２号「農地法第５条第１項第７号目的の買受適格証明願いに

ついて」であります。議案書では５５ページであります。

記載のものに対して証明書を交付いたしましたので、報告いたします。

次に、報告第６３号「農地転用許可申請後の許可状況報告について」であり

ます。議案書では５７ページ、５８ページです。

１１月の定例総会にて可決しました５条申請１件が県知事許可されておりま

す。

以上、ご報告申し上げます。

ありがとうございました。

それでは、ただいまの報告につきましてご意見、ご質問等はございませんで

しょうか。

ないようですので、これをもちまして全ての会議の日程を終了しますととも

に、議長の任を解かせていただきます。

本日はご協力ありがとうございました。


